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１　一般被保険者に係る基礎賦課額（医療分）の保険料率

（１）所　得　割

（２）被保険者均等割 ２０,９００ 円

（３）世帯別平等割

　　ア　特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 １９,０００ 円

　　イ　特定世帯 ９,５００ 円

　　ウ　特定継続世帯 １４,２５０ 円

２　一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額（支援金分）の保険料率

（１）所　得　割

（２）被保険者均等割 １０,７００ 円

（３）世帯別平等割

　　ア　特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ９,８００ 円

　　イ　特定世帯 ４,９００ 円

　　ウ　特定継続世帯 ７,３５０ 円

３　介護納付金賦課額（介護分）の保険料率

（１）所　得　割

（２）被保険者均等割 １０,７００ 円

（３）世帯別平等割 ７,３００ 円

４　基礎賦課額（医療分）の減額

（１）条例第２０条第１項第１号に規定する保険料の減額（７割減額）

　　ア　被保険者均等割 １４,６３０ 円

    イ　世帯別平等割

　　（ア）特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 １３,３００ 円

　　（イ）特定世帯 ６,６５０ 円

 令和５年度国民健康保険料の料率及び減額を次のとおり決定したので、寒川町国民健康保険条例
（昭和３４年寒川町条例第８号）第１６条第３項、第１６条の６の６第３項、第１６条の１１第３
項、第２０条第２項並びに第２０条の３第２項及び第５項の規定により告示する。

 １００分の４．８０

 １００分の２．６０

 １００分の２．２０



　　（ウ）特定継続世帯 ９,９８０ 円

（２）条例第２０条第１項第２号に規定する保険料の減額（５割減額）

　　ア　被保険者均等割 １０,４５０ 円

    イ　世帯別平等割

　　（ア）特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ９,５００ 円

　　（イ）特定世帯 ４,７５０ 円

　　（ウ）特定継続世帯 ７,１３０ 円

（３）条例第２０条第１項第３号に規定する保険料の減額（２割減額）

　　ア　被保険者均等割 ４,１８０ 円

    イ　世帯別平等割

　　（ア）特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ３,８００ 円

　　（イ）特定世帯 １,９００ 円

　　（ウ）特定継続世帯 ２,８５０ 円

５　後期高齢者支援金等賦課額（支援金分）の減額

（１）条例第２０条第１項第１号に規定する保険料の減額（７割減額）

　　ア　被保険者均等割 ７,４９０ 円

    イ　世帯別平等割

　　（ア）特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ６,８６０ 円

　　（イ）特定世帯 ３,４３０ 円

　　（ウ）特定継続世帯 ５,１５０ 円

（２）条例第２０条第１項第２号に規定する保険料の減額（５割減額）

　　ア　被保険者均等割 ５,３５０ 円

    イ　世帯別平等割

　　（ア）特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 ４,９００ 円

　　（イ）特定世帯 ２,４５０ 円

　　（ウ）特定継続世帯 ３,６８０ 円

（３）条例第２０条第１項第３号に規定する保険料の減額（２割減額）

　　ア　被保険者均等割 ２,１４０ 円

    イ　世帯別平等割

　　（ア）特定世帯、特定継続世帯以外の世帯 １,９６０ 円

　　（イ）特定世帯 ９８０ 円

　　（ウ）特定継続世帯 １,４７０ 円

６　介護納付金賦課額（介護分）の減額

（１）条例第２０条第１項第１号に規定する保険料の減額（７割減額）

　　ア　被保険者均等割 ７,４９０ 円

    イ　世帯別平等割 ５,１１０ 円

（２）条例第２０条第１項第２号に規定する保険料の減額（５割減額）

　　ア　被保険者均等割 ５,３５０ 円

    イ　世帯別平等割 ３,６５０ 円

（３）条例第２０条第１項第３号に規定する保険料の減額（２割減額）



　　ア　被保険者均等割 ２,１４０ 円

    イ　世帯別平等割 １,４６０ 円

７　基礎賦課額（医療分）の未就学児の被保険者均等割額の減額

１０,４５０ 円

　　ア　条例第２０条第１項第１号に規定する保険料の減額（７割減額）後の減額（５割減額）

３,１４０ 円

　　イ　条例第２０条第１項第２号に規定する保険料の減額（５割減額）後の減額（５割減額）

５,２３０ 円

　　ウ　条例第２０条第１項第３号に規定する保険料の減額（２割減額）後の減額（５割減額）

８,３６０ 円

８　後期高齢者支援金等賦課額（支援金分）の未就学児の被保険者均等割額の減額

５,３５０ 円

　　ア　条例第２０条第１項第１号に規定する保険料の減額（７割減額）後の減額（５割減額）

１,６１０ 円

　　イ　条例第２０条第１項第２号に規定する保険料の減額（５割減額）後の減額（５割減額）

２,６８０ 円

　　ウ　条例第２０条第１項第３号に規定する保険料の減額（２割減額）後の減額（５割減額）

４,２８０ 円

（２）条例第２０条の３第３項に規定する減額

（１）条例第２０条の３第１項に規定する減額（５割減額）

（２）条例第２０条の３第３項に規定する減額

（１）条例第２０条の３第１項に規定する減額（５割減額）


